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【特別支援学校】

 

 

   

 

 

〇佐賀市の児童生徒が入学できる県立特別

支援学校には、障がい種別に５つの特別支援

学校があります。 

 

〇令和８年8月以降、金立特別支援学校にお

いて知的障害を持つ子どもの就学受け入れを

開始する予定です。受け入れ対象は、金立小、

久保泉小、春日小、春日北小の校区にお住い

の方々です。 

 

 

〇特別支援学校には、小学部・中学部・高等

部があり、児童生徒の社会参加や自立に向け

た系統的教育が行われます。 

〇特別支援学校の小学部と中学部は、６名で

１学級が編成されます。２つ以上の障がいが重

なる場合は3名で１クラスが編成されます。 

〇県立特別支援学校は、定員がありませんの

で、在籍人数が７名になると２クラスになりま

す。 

 



 

〇特別支援学校小学部における学習内容（教

科等）です。左の列が知的障害特別支援学校

の学習内容（教科等）、右の列が 知的障がい

のない特別支援学校の学習内容（教科等）で

す。 

〇知的障害特別支援学校で学ぶ児童は、同一

学年でも個人差が大きく、知的な発達状況や

学習状況が異なるという実態があります。その

ため、小学校の教育内容とはちがう、知的障が

いの程度に応じた教育活動が行われていま

す。使用する教科書も小学校とはちがう教科書

を使用します。 

〇知的障害特別支援学校ではない特別支援

学校では、小学校の通常学級の教育内容に準

じた教育活動が行われます。 

 

 

〇知的障害特別支援学校の校時の例です。知

的障害特別支援学校では、知的障がいのある

児童生徒に対する特別な教育課程に基づく教

科等の学習を短い時間を区切りにした時間割

になっています。 

〇各教科等の目標や内容を合わせた「生活単

元学習」「日常生活の指導」「遊びの指導」も

時間割に位置づけられています。 

 

 

 

 

 

 

知的障がいではない特別支援学校小学部における学習ｓ

肢体不自由特別支援学校Ⅰ課程の時間割例
（Ⅰ課程…小学校に準ずる教育課程）

月 火 水 木 金

１ 算数 国語 算数 国語 国語

２ 国語 算数 国語 算数 生活

３ 生活 道徳 図画工作 国語 生活

４ 国語 国語 国語 自立活動 音楽

５ 自立活動 体育 自立活動 特別活動 自立活動

下校 １４：２０

（金立特別支援学校小学部学校見学資料より）

 

〇特別支援学校小学部の時間割の例です。こ

こでは、肢体不自由特別支援学校小学部１年

生の時間割を例に挙げています。 

〇知的障がいがない児童生徒が学ぶⅠ課程

では、小学校に準じる教育内容で学習を行い

ます。小学校の教科等に加えて、小学部Ⅰ課程

では週に４時間、中学部Ⅰ課程では週に３時

間、重度障がい学級であるⅡ課程および重複

障がい学級であるⅢ課程の場合は、それぞれ

異なる時間数の自立活動が設定されていま

す。 

 



 

 

〇県立特別支援学校への就学には、「佐賀市

教育支援委員会の審議による意見書発行」に

加えて、「県立特別支援学校転入学相談」を

受けることが必要です。 

〇「県立特別支援学校転入学相談」を受けた

ら必ず特別支援学校へ入学しないといけない

ということはないですが、特別支援学校へ入学

するには、必ず転入学相談を受けておくことが

必要です。 

  

 

 

〇県立特別支援学校へ就学するには、児童の

状況について佐賀市教育支援委員会での審

議判断に基づく意見書発行が必要です。 

〇佐賀市教育支援委員会とは、支援を必要と

する児童の状況にとって最もふさわしい学びの

場はどこなのかを審議、判断する機関です。 

〇佐賀市教育支援委員会の委員は、医師、大

学の先生、特別支援教育に携わる先生たちで

構成されています。一人一人の児童について、

最も適正と考えられる学びの場を専門的な立

場から総合的に判断します。 

〇お子さんの教育的ニーズに応じた指導・支

援が最も提供される就学先を総合的に判断し

ます。 

〇県立特別支援学校への就学には「特別支援

学校への就学、転学が適当と判断する。」とい

う意見書の発行が必要です。 

 

〇佐賀市教育支援委員会での審議には、検査

結果や診断書等が必要です。 

〇知能検査報告書につきましては、児童の最

新の状況を知るため、おおむね１年以内に実

施したものをお願いしています。 

〇準備する書類によっては時間がかかるものも

あります。計画的に早めに準備をお願いしま

す。 

〇保護者の方は、審議に必要な書類を、通わ

れている園に提出してください。在宅の方は、

直接保育幼稚園課までご提出ください。 

 



 


